
近年、サービス経済化の進展等により短時間労働者、アルバイト等の非正規労働者が増加する等、

労働者数の増加を背景に、労働災害が第3次産業全体として増加傾向にあります。

山梨労働局では、「労働者死傷病報告（休業４日以上）」及び「死亡災害の発生状況」等を基に、

県内の第３次産業における労働災害の発生状況の傾向及び労働災害防止のために取り組んでいただ

きたい事項についてまとめました。

各事業場及び現場においては、この冊子を参考に積極的に労働災害防止に取り組みましょう。

※この冊子でいう「第３次産業」とは、労働基準局基準業種分類表の⑧～⑰に該当する業種をいいます。

⑧ 商業 ⑨ 金融・広告業 ⑩ 映画・演劇業 ⑪ 通信業 ⑫ 教育・研究業 ⑬ 保健・衛生業

⑭ 接客娯楽業 ⑮ 清掃・と畜業 ⑯ 官公署 ⑰ その他の事業

非該当業種：①～⑦

① 製造業 ② 鉱業 ③ 建設業 ④ 運輸交通業 ⑤ 貨物取扱業 ⑥ 農林業 ⑦ 畜産・水産業

第３次産業で働く人々の安全衛生
～第3次産業における労働災害発生状況と災害防止対策～



Ⅰ 山梨県における第3次産業の労働災害発生状況

（１）死傷災害発生状況

全産業の死傷者数は中長期的には減少傾向にあるものの、平成9年に死傷者数が800人台になった後は減少

傾向が鈍化し、ここ最近は増減を繰り返しています。下のグラフのとおり過去10年間の状況を見てみると、

災害多発業種である製造業及び建設業の２業種が中長期的に減少傾向にあるのに対し、第3次産業は逆に増加

傾向にあり、平成１３年に災害件数で2業種を上回り、その後も増加傾向を続け、平成19年においては製造業

の約１．６倍、建設業の約２．５倍に達しています。

（２）死亡災害発生状況

過去10年の死亡災害発生状況（全産業、建設業、第３次産業）は下のグラフのとおりで、全産業の死亡者

数は平成14年の20件をピークに、平成17年（8件）を除き毎年10～18件の間で推移しています。業種別で

は建設業が1位となることが多く、第３次産業における死亡者数は平成15年、平成18年に5人等近年増加傾

向にあります。

第３次産業の過去１０年間の死亡災害（２２人）を事故の型

別に見ると「交通事故」が１３人と圧倒的に多く、その他「墜

落、転落」3人、「激突され」3人等となっています。

ー １ －
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（３）業種別災害発生状況（死傷災害）

第３次産業の中で最も災害の多い業種は商業

で、全体の29.8％を占めています。次いで接客

娯楽業、保健衛生業・・・と続きます。これら

の業種をさらに細かい業種分類で見た場合、災

害発生割合が高い業種は以下のとおりです。

『商業』 卸売・小売業 97％（99/102人）
『保健衛生業』

病院・社会福祉施設 86.5％（45/52人）
『接客娯楽業』 旅館業 37.7％（29/77人）

ゴルフ場 28.6％（22/77人）
『清掃・と畜業』

ビルメンテナンス業 46.4％（13/28人）
『その他の業種』警備業 30.5％（11/36人）

（４）事故の型別災害発生状況（死傷災害）

第３次産業の災害を事故の型別で見ると、「転倒」によるものが24.６％と全体の約4分の１を占めています。

続いて交通事故17.5%、捻挫や腰痛を引き起こす「動作の反動、無理な動作」が14.9%、「墜落・転落」が1
2.6%、以下「切れ・こすれ」、「はさまれ・巻き込まれ」・・となっており、毎年ほぼ同じような割合を示して
います。
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（５）主な業種の事故の型別発生状況（平成15～19年死傷災害）

（卸売・小売業、病院・社会福祉施設、旅館業、ゴルフ場、ビルメンテナンス業、警備業）

【主な災害原因】 【主な災害原因】

通路での「転倒」、荷の運搬中の腰痛（動作の反動、無理 患者や入所者の介護による腰痛（動作の反動、無理な

な動作）、脚立や階段等からの「墜落、転落」、食料品加工 動作）、通路での「転倒」、階段等からの「墜落、転落」

機械や、刃物類による「切れ・こすれ」

【主な災害原因】 【主な災害原因】

客室や配膳作業において、床面で滑っての「転倒」、階段を キャディ作業、コース管理業務における「転倒」「墜落、

踏み外しての「墜落、転落」、調理時における刃物等による 転落」「飛来、落下」、キャディ作業中等における捻挫等

「切れ、こすれ」 （動作の反動、無理な動作）

【主な災害原因】 【主な災害原因】

滑りやすい床面における清掃作業中の「転倒」、はしごや脚 「交通事故（道路）」、施設等の巡回警備作業における

立の使用中における足を踏み外しての「墜落、転落」、荷の 「墜落、転落」、「転倒」

運搬中の腰痛等（動作の反動、無理な動作）、ドアや建設設備

等による「はさまれ、巻き込まれ」等

― ３ ―
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Ⅱ 安全衛生管理体制の確立
事業場での安全衛生管理の責任は事業者にありますが、事業者だけが積極的に取り組んで

も、労働者が気をつけるだけでも、労働災害はなくなりません。経営トップから各レベルの

管理監督者に至るまで、それぞれの役割、責任、権限を明らかにした安全衛生管理体制を整

備し、事業場全体で計画的に安全衛生活動に取り組む必要があります。

事業場で必要な管理組織は以下のとおりです。

（１）安全委員会、衛生委員会（併せて安全衛生委員会で可。設置義務がない事業場は安全衛生懇談会等。）

（２）総括安全衛生管理者 （３）安全管理者 （４）衛生管理者 （５）産業医 （６）安全衛生推進者

（７）衛生推進者

労働安全衛生法令上、業種・事業場規模（労働者数）により、設置・選任の要件が異なります。下表で確認

してください。以下（１）～（５）について紹介します。

業種 清掃業 通信業、 その他の第3次産業

各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業 金融業、保健衛生業、飲食

規模 各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業 店、警備業 等

（労働者数） 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場等

事業者 事業者

産業医 産業医

総括安全衛生管理者 総括安全衛生管理者

事業者

産業医 衛生管理者

1000人～ 総括安全衛生管理者 安全管理者 衛生管理者 衛生委員会

300～ 安全・衛生委員会

999人

安全管理者 衛生管理者 事業者 事業者

100～ 安全・衛生委員会 産業医 産業医

299人 衛生管理者

安全管理者 衛生管理者 衛生委員会

安全・衛生委員会

事業者 事業者

50～ 産業医 産業医

99人

安全管理者 衛生管理者 安全管理者 衛生管理者

安全・衛生委員会 衛生委員会

事業者 事業者 事業者

10～

49人 安全衛生推進者 安全衛生推進者 衛生推進者

安全衛生懇談会等 安全衛生懇談会等 安全衛生懇談会等

事業者 事業者 事業者

1～ 安全衛生懇談会等 安全衛生懇談会等 安全衛生懇談会等

9人

（１）安全・衛生委員会等の設置【労働安全衛生法第１７・１８・１９条】

ア 安全・衛生委員会

事業場の総括安全衛生管理者又は統括管理者（準ずる者を含む）を議

長として、安全管理者、衛生管理者、産業医を含めて構成します。

安全・衛生委員会は毎月1回以上開催し、法令に基づく調査審議事項に

ついて調査審議し、重要事項を議事録として3年間保存します。なお、議

事概要は掲示やパソコン等により労働者に周知する必要があります。

【調査審議事項】

① 労働者の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

② 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

③ 労働者の健康保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

ー ４ －



④ 安全衛生に関する規定の作成に関すること。

⑤ 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全及び衛生に係るものに関すること。

⑥ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

⑦ 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。

⑧ 化学物質の有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。

⑨ 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。

⑩ 定期に行なわれる健康診断、臨時の健康診断、自ら受けた健康診断及びその他の医師の診断、診察又は処置の結果並

びにその結果に対する対策の樹立に関すること。

⑪ 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。

⑫ 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

⑬ 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

⑭ 労働基準監督署等から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止及び労働者の

健康障害の防止に関すること。

注：衛生委員会の場合は、各項目の赤字部分を省くことができます。

イ 安全衛生懇談会等

安全委員会や衛生委員会の設置が義務づけられていない事業場においては、関係労働者の

意見を聴く機会を設けるようにしなければなりません。このために安全衛生懇談会等を設け

るとよいでしょう。

（２）総括安全衛生管理者【労働安全衛生法第１０条】

事業場の社長、支店長等で事業の実施を実質的に統括管理する権限及び責任を有する者から選任します。

総括安全衛生管理者の職務は安全管理者、衛生管理者等を指揮し、安全衛生業務が適切かつ円滑に実施され

るように統括管理することです。

【業務内容】

① 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

② 労働者の安全又は衛生管理のための教育の実施に関すること。

③ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

④ 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。

⑤ 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

⑥ 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

⑦ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

（３）安全管理者【労働安全衛生法第１１条】

安全に関する事項について管理を行なう者で事業場に専属の者を選任します。ただし、2人以上を選任する

場合で労働安全コンサルタントが含まれる場合、当該労働安全コンサルタントのうち１人は専属でない者とす

ることができます。 区分 資格要件

ア 安全管理者の資格要件（右図） 産業安全の実務経験 研修

＊研修は厚生労働大臣の定める研修をいい、県内では 大学卒業者 理 科 系 2年以上

（社）山梨労働基準協会連合会 等で実施しています 上記以外 4年以上

高校卒業者 理 科 系 ４年以上 + 研修＊
イ 安全管理者の職務 上記以外 ６年以上

以下のような職務を行うこととされています。 実務経験者 ７年以上

労働安全コンサルタント － ー

① 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合、応急処置又は適当な防止の措置

② 安全装置、保護具他危険防止のための設備・器具の定期点検及び整備

③ 安全作業についての教育・訓練

④ 労働災害に関する原因調査及び対策の検討

⑤ 消防及び避難訓練

⑥ 作業主任者や安全に関する補助者に係る監督

⑦ 安全に関する資料作成、収集、重要事項の記録

など。

ウ 安全管理者の巡視

安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防

止するため必要な措置を講じなければなりません。

ー ５ －



（４）衛生管理者【労働安全衛生法第１２条】

労働衛生に関する事項について管理を行う者で事業場に専属の者を選任します。ただし、2人以上を選任す

る場合で労働衛生コンサルタントが含まれる場合、当該労働衛生コンサルタントのうち１人は専属でない者と

することができます。

ア 選任できる衛生管理者の資格

業 種 選 任 で き る 資 格

医療業 衛生工学衛生管理者

清掃業 第一種衛生管理者

医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント

上記以外の第3次産業の業種 衛生工学衛生管理者

第一種衛生管理者

第二種衛生管理者

医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント

※旧「衛生管理者免許」は「第一種衛生管理者免許」に相当します。

イ 衛生管理者の人数（一般事業場）

事業場の規模（労働者数） 衛生管理者数

50人～200人 1人

201人～500人 2人

501人～1000人 ３人

1001人～2000人 4人（1人専任）

2001人～3000人 5人（1人専任）

3001人以上 6人（1人専任）

ウ 衛生管理者の職務

以下のような職務を行うこととされています。

① 健康に異常のある者の発見及び処置

② 作業環境の衛生上の調査

③ 作業条件、施設等の衛生上の改善

④ 労働衛生保護具、救急用具等の点検・整備

⑤ 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項

⑥ 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成

⑦ 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備

など。

エ 衛生管理者の巡視

衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあ

るときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

（５）産業医【労働安全衛生法第１３条】

常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、一定の要件を有する医師のうちから産業医を選任し、

労働者の健康管理等を行なわせることが必要です。

ア 産業医の資格要件

医師であり、次のいずれかの要件を備えた者を選任します。

① 厚生労働大臣の定める研修（日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座）の修了者

② 厚生労働大臣が指定した産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で当該課程を修めて卒業し、厚

生労働大臣が定める実習を履修したもの

③ 労働衛生コンサルタント試験合格者で、試験区分が保健衛生であるもの

④ 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者

イ 産業医の人数

常時５０人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することが必要です。また、常時3,000人を超える労働者を

使用する事業場では、2人以上の産業医を選任することが必要です。
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なお、次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することになっています。

① 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場

② 一定の有害業務（※）に常時500人以上の労働者を従事させているもの

※ 労働安全衛生規則第１３条第1項第2号イ～カに定める有害業務（深夜業等）

ウ 産業医の職務

事業者は、産業医に以下のような労働者の健康管理等を行なわせなければなりません。

① 健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、

作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。

② 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進に関すること。

③ 労働衛生教育に関すること。

④ 労働者の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置に関すること。

この他、産業医は少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあると

きは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

さらに、労働者の健康確保のため必要があると認めるときは、産業医は、事業者に対し、労働者の健康管理

等について必要な勧告を行うことができます。また、衛生管理者に対する指導、助言を行うことができます。

エ 産業医がいない事業場の健康管理指導等

労働者が50人未満の産業医の選任義務のない事業場に対しては、地域産業保健センター・産業保健推進セ

ンターにおいて、登録産業医等が健康相談、長時間労働者に対する面接指導、健康管理やメンタルヘルス対策

等の産業保健サービスを行っています。事業場の労働衛生管理に活用しましょう。

地域産業保健センター・産業保健推進センターの利用は無料となっています。連絡先等は下表をご覧くださ

い。

●地域産業保健センター・産業保健推進センター一覧

ｾﾝﾀｰ名 所在地１ 所在地２ 電話番号 相談受付時間

中北地域産業保健センター 南アルプス市山寺35-4 （社）中巨摩医師会 055-283-3472 相談窓口の開設日（月2～3回）を

事前に電話で確認してください。

郡内地域産業保健センター 都留市四日市場1105 都留労働基準協会内 0554-45-0810 相談窓口の開設日（月2～3回）を

事前に電話で確認してください。

峡南地域産業保健センター 南巨摩郡鰍沢町1-11 峡南労働基準協会内 0556-22-7330 相談窓口の開設日（月2～3回）を

事前に電話で確認してください。

峡東地域産業保健センター 山梨市中村834 山梨法人会館内 0553-22-6621 相談窓口の開設日（月2～3回）を

事前に電話で確認してください。

山梨産業保健推進センター 甲府市丸の内3-32-11 住友生命甲府丸の内ビル４F 055-220-7020 9:00-17:00 (休日：土日祝日)

【産業保健サービス内容】

①具体的な相談事項に関わるアドバイス

・健康診断結果の見方がわからない。・健康のため、日ごろからどのようなことに気をつけたらよいか

・従業員の健康管理はどうしたらよいか・メンタルヘルス対策の進め方は・・・etc
②事業場の訪問

・医師や保健師が事業場を訪問し、健康診断結果に基づく健康管理指導を行います。また、作業環境改善など

のアドバイスを行ないます。

※訪問指導をご希望の場合、あらかじめ地域産業保健センター等にご相談ください。

③産業保健情報の提供

・労働衛生機関や医師会の情報を提供します。
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Ⅲ 労働災害防止対策
第3次産業における災害は、転倒、交通事故、腰痛災害、墜落・転落等が多くを占めています。これらの災

害を防止するため、次の対策を徹底するようにしましょう。

（１）共通対策事項

ア 転倒災害

① 通路は、滑りにくい材質のものとし、作業靴は滑りにくいものを履くようにしまし

ょう。

② 通路のくぼみ、段差をなくしましょう。また床面は乱雑に物が置かれていることの

ないよう、整理・整頓を徹底しましょう。

③ 通路の水濡れ等はすぐに拭き取り、床面が常に清潔に保たれているようにしましょう。

イ 交通労働災害

① 適正な走行経路の選定を行なうため、事前に走行経路を調査・道路の危険状況を把握

し、「交通危険マップ」を作成し、労働者に情報提供しましょう。

② 運転手の点呼、自動車点検時に、「交通危険マップ」等を元に交通危険予知訓練も併

せて行なうようにし、事前に危険予測、回避ができるように教育を徹底しましょう。

③ 運転手は、十分に休養を取り、無理な運転はさせないようにしましょう。運転中は適

宜、休憩を取らせるようにしましょう。

④ 荷物の積載において、過積載・偏荷重の禁止、荷崩れ防止のためロープ・シートをか

ける等、積荷の適正な積載を行わせましょう。

⑤ 交通安全ポスターの掲示、交通安全講習会へ参加させる等、交通法規を遵守する意識

を高めさせましょう。

ウ 腰痛予防対策

① 荷物はできるだけ身体に近づけて持ち上げさせましょう。

② 重量物を運搬する際は、無理をせず、複数人で運ばせましょう。

③ 中腰など無理な姿勢で長時間の作業を行なわせないようにしましょう。

④ 腰痛予防体操を励行し、腰痛にならない身体づくりをしましょう。

（ ※ ｐ９～１０ 腰痛予防対策 参照 ）

エ 墜落・転落災害

① はしご、踏み台、脚立の安全な使用を徹底させるようにしましょう。

② 倉庫内の２階等、高所作業床端部には手すりや囲いを設けましょう。

③ 事務所内で高所のものを取る際等、イスを踏み台代わりに使わないよ

うにしましょう。

④ 階段には、手すりや滑り止めを設けるようにしましょう。

オ 切れ・こすれ災害

① 食料品加工機械の清掃等を行う場合、機械が停止したことを確認してから行わせ

るようにしましょう。

② 包丁等、刃物類は日ごろの日常管理をきちんと行い、十分な教育・訓練を受けさせ

てから、扱わせるようにしましょう。

③ 刃物類は、使用後はすぐに所定の安全な場所に保管させましょう。

カ はさまれ・巻き込まれ災害

① 機械を点検・修理する場合、機械が停止したことを確認してから行わせるように

しましょう。

② 自動ドアはスイッチを切ってから、清掃等作業を行うようにしましょう。

③ 複数人数で荷物を運搬したり、道具を下ろす場合、合図をして行わせるようにし

ましょう。

④ ドアはノブをもって開閉し、ドア枠に手を挟まれないようにしましょう。
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（２）個別対策事項 ～ 腰痛予防対策 ～

腰痛の原因となる事故の型『動作の反動』に関する災害発生状況を全災害総数に対する割合で過去5年間の

統計を見ると、第3次産業では１２．４％と、全産業８．２％に比べて高い割合を示しています。

中でも保健衛生業においては、入院患者の看護・社会福祉施設での介護業務等により、災害発生割合が３

３．８％と特に高くなっています。

腰はからだの「かなめ」であり、腰痛予防は全労働者が安全・安心に働くために必須の事項です。以下の

【腰痛予防体操（例）】を参考にして、腰痛予防対策を行いましょう。1日5分の体操でも心身のリフレッシュ

になります。

気をつけよう。 毎日の姿勢

椅子に座るといつも同じ足を組んでいたり、背中

を丸めていたりしていませんか。そのまま長時間

座っていると、腰に負担がかかります。背中は軽

く伸ばし、足を組む場合は交互に組むようにしま

しょう。

床に置いてあるものを持ち上げるとき、膝を伸ば

したまま持ち上げていませんか。これは腰を痛め

る原因となります。膝を曲げて持ち上げると、腰

痛を防ぐことができます。

手軽にからだをほぐす

腰回し

両手を腰にあて、少し膝をゆるめて

ゆっくりと腰を回す。

腰ひねり

背中を楽にして、肩や腕の力を

ゆるめて、両腕をからだにまき

つけるように腰をひねる。

ー ９ －

0

500

1000

1500

4500

0

10

20

30

40

全産業 製造業 建設業 運輸交通業 第３次産業全体 （商業） （保健衛生業）（接客娯楽業）

4105

1120

786

373

1616

490

216
412337

69 20 41
201

64 73 39

8.2
6.2

2.5

11
12.4 13.1

33.8

9.5

H15-19災害（休業4日以上）総数と動作の反動

災害総数 動作の反動 割合%

（％）（人）



ストレッチングでリラックス！

背 中

首・肩・背中の力を抜いて、

からだを前に倒す

わき腹

上半身 片手を上げ、肘をゆるめ

両手を組んで、上に伸ばしながら 横に倒す

胸を張る。

腰

背中を伸ばしたまま、からだ

を後ろにひねり、背もたれを

つかむ。

ふとももの前 脚の後ろ

片手で壁などにつかまり、もう一方 浅く椅子に座り、片方の膝を伸ば

の手は足の甲を持ち、かかとをお尻 し手で軽く押さえながら、からだ

につけるようにする。 を前に倒す。

Ⅳ 健康管理の充実

（１）健康診断の実施

ア 健康診断の基本

① 健康診断の実施は、事業者の責任であること。

② 健康診断結果は、必ず労働者に周知し、自己管理の重要性を理解させること。

③ 健康診断は、事後措置等が行われることに意義があること。

④ 健康診断の利用方法としては、早期発見・早期治療、健康であることの確認、経年変化を見ることによる

早期対応等があること。

― １０ ―

ポ イ ン ト

① はずみをつけずに、ゆっくりと伸ばす。（10～30秒）

② 痛みを感じるところまでは伸ばさない。

③ 呼吸を止めずに、自然呼吸で行う。

④ 伸ばしているところに意識を向ける。



事業者 労働者

健康診断結果の受領

所見なし

所見あり

定期健康診断の実施

健康診断個人票

は５年間保存

医師等の意見聴取
（勤務制限、休業などの就業

上の措置につき意見聴取）

就業上の措置の決定

イ 主な健康診断の種類

① 雇入れ時の健康診断・・・常時使用する労働者を雇入れる際に実施

② 定期健康診断・・・・・・常時使用する労働者に1年毎に１回実施

③ 特定業務従事者の健康診断

常時深夜業等の特定業務（労働安全衛生規則第13条第1項2号）に従事する労働

者に対しては、配置替えの際及びその後6ヶ月以内毎に実施

④ 海外派遣労働者の健康診断

労働者を6ヶ月以上海外に派遣する際及び6ヶ月以上海外に派遣した労働者を帰国させ、国内業務に就か

せる際に実施

⑤ 特殊健康診断

有害物を使用させる労働者に、各有害物ごとに6ヶ月に1回実施 【※ただし、『じん肺』については3年

に1回、管理区分が管理２及び3の者は1年に１回等】

ウ 長時間労働者への医師による面接指導の実施

過重労働による健康障害を防止するために、長時間労働を行った労働者に対しては、医師による面接指導等

を行う必要がありますが、平成２０年４月１日からは、常時５０人未満の労働者を使用する事業場にも適用に

なります。（法定義務化）

【面接指導の対象となる労働者の要件 ●：義務 ○：努力義務】

●月100時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる者（申し出）

○月８０時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる者（申し出）

○事業場で定める基準に該当するもの

（２）健康診断の事後措置

健康診断実施後は、事後措置を行う等、所要の措置を講じる必要があります。下記の定期健康診断の事後措

置の流れを参考に、健康診断結果を有効に活用してください。
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お問い合わせは 山梨労働局 または 各労働基準監督署へ

山梨労働局労働基準部安全衛生課 TEL 055 － 225 － 2855
甲府労働基準監督署安全衛生課 TEL 055 － 224 － 5611
都留労働基準監督署第一課 TEL0554 ー 43 － 2195
鰍沢労働基準監督署第一課 TEL0556 － 22 － 3181

山梨労働局ホームページ http://www.y-roudoukyoku.jp

長時間労働者に対する医師による面接指導制度の概要

・守秘義務

・結果を記録に残す

面接指導の実施

面接指導の受診指示等

事後措置の実施

事後措置に関する意見

医師（産業医等）

監督署への報告

（労働者50人以上の場合）

健康診断結果の労働者への通知

保健指導の実施（医師の判断

により、保健師等により実施）


